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町
立
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園

■町内の認定こども園（保育所利用）

令和７年４月に保育所などへ入所または転園を希望する人の申し込みを受け付けます。
結果は、令和７年２月上旬以降に通知する予定です。

保育所などの４月入所申込受付をはじめます

■町内の保育所 ■町内の小規模保育園（３歳児未満のみ）

■手　続　き　　役場子育て支援課で申込書などを受け取るか、
　　　　　　　　町ホームページからダウンロードし、
　　　　　　　　必要事項を記入してご提出ください。

オンライン申請も可能です。

■申込書配布期間　10月21日（月）から（土日祝日を除く）
午前８時30分～午後５時15分
※毎週水曜日（祝日除く）は午後７時まで

■申込受付期間　10月21日（月）～11月29日（金）（土日祝日を除く）
午前８時30分～午後５時15分
※毎週水曜日（祝日除く）は午後７時まで

※４月に入所できる児童数は、令和６年度からの継続入所児童数で異なります。
※申込時点で生まれていない子どもの入所申し込みはできません。

幼稚園名 申込方法 申込期間 施設見学 申し込み・問い合わせ 備　　　考
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立
幼
稚
園

陣内幼稚園

・園で願書などを受け取り、提出
してください。

・願書などを10月１日（火）から配
布。（土日祝日を除く）

・願書配布は登降園時間を除いた
以下の時間になります。

　　午前９時30分～午後２時
　　午後３時30分～午後５時

11月１日（金）～29日（金）
（土日祝日を除く）
申し込みは登降園時間を除
いた以下の時間にお願いし
ます。
午前９時30分～午後２時
午後３時30分～午後５時

園見学を希望され
るときは、事前に
ご連絡ください。
日程調整をして、
お知らせします。

☎096（293）2512

・定員を超えた場合は抽
選になります。

・令和７年度に満３歳に
なる幼児も願書を受け
付けます。

認
定
こ
ど
も
園

白川幼稚園
（幼稚園利用）

園で願書などを受け取り、提出し
てください。
願書は、10月22日（火）から配布。

（土日祝日を除く）
午前９時～午後６時

11月１日（金）から受け付
けます。
※定員に達し次第終了
午前９時～午後６時

園見学を希望され
るときは、事前に
ご連絡ください。
日程調整をして、
お知らせします。

☎096（293）7550

「白川グループ」で検索
すると、施設紹介やブロ
グなどをご覧いただけま
す。

大津音楽幼稚園
（幼稚園利用）

園で願書などを受け取り、提出し
てください。
随時配布中。（土日祝日を除く）
午前９時～午後５時

幼稚園に直接お問い合わせ
ください。

園 見 学 は、 随 時
行っています。日
程調整のため、事
前にご連絡くださ
い。

☎096（293）7721 ホームページもぜひご覧
ください。

緑ヶ丘保育園
（幼稚園利用）

園で願書などを受け取り、提出し
てください。
願書は、10月１日（火）から配布。

（土日祝日を除く）
午前９時～午後６時

11月１日（金）から受け付
けます。
※定員に達し次第終了
午前９時～午後６時

（土日祝日を除く）

園見学を希望され
るときは、事前に
ご連絡ください。
日程調整をして、
お知らせします。

☎096（293）8300

・「白川グループ」で検索
していただくと、施設
紹介、ブログなどがご
覧いただけます。

・分からないことがあり
ましたら、いつでもご
連絡ください。

大津幼稚園
（幼稚園利用）

・園で願書などを受け取り、提出
してください。

・願書などは10月１日（火）から配
布。（土日祝日を除く）

・願書配布は登降園時間を除いた
以下の時間です。

　　午前９時30分～午後２時
　　午後３時30分～午後５時

11月１日（金）～29日（金）
（土日祝日を除く）
午前９時30分～午後２時
午後３時30分～午後５時

園見学を希望され
るときは、事前に
ご連絡ください。
日程調整をしてお
知らせします。

☎096（293）2131
令和７年度に満３歳にな
る幼児も願書を受け付け
ます。

※令和７年５月以降に入所希望の場合は、前月の10日（土日祝日の場合はその前の平日）が
申込締切です。

※大津幼稚園は、令和７年４月１日から３号認定（３歳児未満）の受入開始
予定です。

保育所名 地名 電話番号
大津保育園 室 ☎096(293)2139
一宇保育園 平川 ☎096(293)2560
白川保育園 森 ☎096(293)2194
杉水保育園 杉水 ☎096(293)8156

大津いちご保育園 陣内 ☎096(294)9407
よろこび保育園 室 ☎096(294)0155
風の子保育園 引水 ☎096(293)7200

第二よろこび保育園 室 ☎096(294)0055

保育所名 地名 電話番号
みんなのおうち 引水 ☎096(321)7002

ぴちゅ 大津 ☎090(9598)5611
おひさま 大津 ☎096(293)9711

ちゅうりっぷ 大津 ☎090(9321)1101

認定こども園名 地名 電話番号
大津音楽幼稚園 大津 ☎096(293)7721

白川幼稚園 森 ☎096(293)7550

緑ヶ丘保育園 美咲野 ☎096(293)8300
大津幼稚園※ 室 ☎ 096(293)2131

●問い合わせ
　役場子育て支援課 入園支援係 ☎096(293)5981

●問い合わせ
　各園にお問い合わせください

保育所・認定こども園（保育所部分）・小規模保育園

幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）

●変更点
⑴ 支給期間が高校生年代まで延長。
⑵ 所得制限が撤廃。
⑶ 第３子以降の支給月額が30,000円に増額。
⑷ 多子加算の算定対象となる子が22歳に達する日以後

の最初の３月31日まで拡大。
⑸ 支給月が年６回（偶数月）に。

10月から10月から児童手当児童手当がが変変わりますわります

算定児童とは・・・児童手当の支払い対象ではないが、児童数にカウントする児童のこと。制度改正前は高校生年代が対象別居
しているなどの理由で、あえて算定児童として登録していない場合を除き、原則登録されています。

児童手当法の一部改正により、令和６年10月分（12月支給）から支給対象を拡充します。
下記フローチャートを確認し、申請が必要な人は、期限までに申請書類を提出してください。

●申請期限　10月18日（金）
●申請方法　窓口、郵送、電子申請のいずれかで

申請。詳しくはホームページをご確認ください。
●申請時の注意事項
　　町で把握ができる対象者には、９月初旬に郵送で通知し

ています。通知が届かない人でも単身赴任などで子どもと
別居している場合などは、申請が必要です。

申請が必要です！
「額改定請求書」

を提出してください

申請が必要です！
「額改定請求書」

「監護相当・生計費の
負担についての確認書」

を提出してください

申請が必要です！
「認定請求書」

「監護相当・生計費の
負担についての確認書」

を提出してください

申請が必要です！
「認定請求書」

を提出してください
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０歳～高校生年代のお子さんがいますか？

大学生年代の子（H14年４月２日生～
H18年４月１日生）がいて、その子を含めて

３人以上のお子さんがいますか？

大学生年代の子（H14年４月２日生～
H18年４月１日生）がいて、その子を含めて

３人以上のお子さんがいますか？

大学生年代の子（H14年４月２日生～
H18年４月４日生）がいて、その子を

含めて３人以上のお子さんがいますか？

大津町から児童手当（特例給付）を受けていますか？

高校生年代のお子さんがいますか？

所得の高い方の
住民登録地にお問
い合わせください

申請は不要です

所得の高い人の住民登録地は
（住民票のある住所）は大津町ですか？

勤務先に
お問い合わせ
ください

受給
できません

高校生年代のお子さんは算定児童（※）

として登録されていますか？
お子さんを養育している人の中で

所得の高い人の職業は公務員ですか？

申込書はこちら▶

●問い合わせ　役場子育て支援課　子育て支援係　☎096（293）5981

10月21日から
ご覧いただけます

詳しくはこちら




